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令和元年第４回下仁田町議会定例会会議録第１号（９日） 
招集年月日 令和元年１２月９日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 令和元年１２月 ９日午前10時00分 議 長 島 﨑 紘 一 

及 び 宣 言 閉 会 令和元年１２月１７日午前10時08分 議 長 島 﨑 紘 一 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 小井土  光  弘 ○ ７ 佐 藤  博 ○ 

欠 席 議 員 ２ 大 手 博 幸 ○ ８ 千 野 榮 治 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 佐々木  信  也 ○ ９ 島 﨑 紘 一 ○ 

欠 席    名 ４ 岡 田 邦 敏 ○ １０ 堀 口 博 志 ○ 

欠 員    名 ５ 木 暮 弘 元 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 岩 崎 正 春 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ５番 木 暮 弘 元 ６番 岩 崎 正 春  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 岩 井  収 書 記 佐 藤 里 奈 

 町 長 原  秀 男 農 林 課 長 佐 藤 正 明 

地方自治法 教 育 長 茂 木  学 商 工 観 光 課 長 佐 藤 圭 司 

第１２１条に 総 務 課 長 岡 野  均 建 設 水 道 課 長 阪 本  睦 

より説明のた 企 画 課 長 猪 野  馨 教 育 課 長 大小原 敏 江 

め出席した者 住 民 税 務 課 長 猪 野 ともえ   

の氏名 会 計 課 長 林  通 典   

 福 祉 課 長 岡 田 恵 子   

 保 健 課 長 永 井 邦 佳   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

  町長あいさつ 

３ 一般質問 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和元年１２月９日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 島﨑紘一  ただいまから、令和元年第４回下仁田町議会定例会を開会し、

直ちに本日の会議を開きます。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

     会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、５番 木暮弘元

君と、６番 岩崎正春君を指名いたします。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  続いて、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

     本定例会の会期については、さきの議会運営委員会で本議会の運営等につ

いて協議がされておりますので、その結果について、報告を求めます。議会

運営委員長 

（堀口博志議会運営委員長 登壇） 

○議会運営委員長 堀口博志  おはようございます。 

     議長のご指名がありましたので、議会運営委員長報告を申し上げます。 

     去る１１月２９日、午前１１時７分から３０３委員会室において、議会運

営委員会を開催し、本定例会の会期、日程及び議案の取り扱い等の議会運営

に関する事項について、協議をいたしましたので、その経過と結果について

ご報告申し上げます。 

     まず、会期につきましては、本日から１２月１７日までの９日間とし、審

議日程につきましては、お手元に配付されている日程表のとおりであります。 

     本日は、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、町長にご挨拶をいただ
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きます。その後、一般質問を木暮弘元議員、小井土光弘議員、岩崎正春議員

の３名の方が行います。 

     また、一般質問終了後、全員協議会を開催し、本定例会に提案されており

ます議案等の細部にわたる説明をしていただきます。さらに、時間内に終了

しない場合は、１１日に引き続き開催させていただきます。 

     １０日は休会といたします。 

     １１日は、引き続き全員協議会を開催する場合は終了後、９日に全員協議

会が終了した場合は、午前１０時より本会議を開催し、諮問第３号から諮問

第４号の後、第７７号議案から第７９号議案までの提案者の説明、質疑、討

論、採決を行います。 

     次に、第８０号議案から第８４号議案の補正予算については、提案者の説

明、質疑の後、予算決算特別委員会に付託し、審査をお願いすることに決定

しました。 

     １２日は、予算決算特別委員会を開催し、１３日及び１６日は各委員会の

予備日といたします。 

     １４日及び１５日は、休日につき休会といたします。 

     １７日最終日は、本会議を開き、委員長から委員会審査の報告を受けた後、

第８０号議案から第８４号議案に対しての討論、採決を行い、全日程を終了

する予定です。 

     以上、この会期、日程等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう

議員各位のご協力をお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 

○議長 島﨑紘一  お諮りいたします。 

     本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、お手元に配付の日程表

により、本日から１２月１７日までの９日間にしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 島﨑紘一  異議なしと認めます。 

     したがって、本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの９日間と決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  続いて、町長から定例会招集の挨拶を願います。町長 

（原秀男町長 登壇） 

○町長 原秀男  皆さん、おはようございます。 

     令和元年第４回下仁田町議会定例会開会に当たり、ご指名をいただきまし
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たので、一言ご挨拶を申し上げます。 

     朝晩の冷え込みも日ごとに厳しさを増しており、特産の下仁田ねぎも旬を

迎え、再整備しました道の駅しもにたも活況期となっております。 

     さて、本定例会には、人権擁護委員候補者の推薦に係る諮問２件に加え、

規約変更、条例設置及び各会計の補正予算など、第７７号議案から第８４号

議案まで計８件の議案をご提案申し上げます。 

     いずれの案件についても、後ほど担当課長からご説明を申し上げますので、

よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 

     以上、令和元年第４回議会定例会開会に当たりましての挨拶といたします。 

     本日は大変ご苦労さまでございます。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  次に、日程第３、一般質問を行います。 

     通告書に従いまして質問を許します。木暮弘元君 

（木暮弘元議員 一般質問席へ） 

○５番 木暮弘元  議長のお許しが出ましたので、５番議員、木暮弘元が教育行政

について一般質問をさせていただきます。 

     過日の台風１９号の対応につきましてはご苦労さまでした。また、被災さ

れた方々には、心からお見舞い申し上げます。 

     本日は７項目の質問をしますので、よろしくお願いいたします。 

     災害対応について、災害時の小中学生対応について伺います。 

     日頃は避難訓練を実施していますか。避難訓練は、年間の回数は何回ぐら

いでしょうか。 

○議長 島﨑紘一  教育長 

○教育長 茂木学  教育課長に答弁させます。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  木暮議員の質問にお答えいたします。 

     小中学校では、地震、火災、不審者対応等の避難訓練として、学期ごとに

実施しております。小学校は年４回、中学校は年３回実施しております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  災害時、誰が避難指示を出すのですか、お伺いいたします。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     管理職である校長が避難の指示を行います。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 
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○５番 木暮弘元  避難誘導は誰が出すのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     避難誘導は教職員が行います。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次に、避難場所はどこでしょうか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     避難場所は小中学校とも各校庭となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  避難経路はどうなっていますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     避難経路は状況に応じての対応となりますが、教職員が危険な場所を回避

し、児童生徒を安全に誘導して、非常口等より校庭へ避難することになって

おります。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次の質問は、避難の最終判断は誰が出すのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  管理職である校長が判断いたします。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  保護者への連絡方法はどのようにするのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  災害時等の保護者への連絡方法は、各学校より緊急メー

ルを配信し、連絡することになっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  避難後の連絡等の対応については。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  災害時等の連絡につきましては、マニュアルにより各学

校より教育委員会等関係機関に通報するとともに、保護者へは緊急メールで

対応を配信し、連絡することになっております。 

     なお、先の台風１９号は、土曜、日曜日であったため、学校での対応はご

ざいませんでしたが、災害はいつ発生するかわかりません。今後も災害時、

緊急時を想定した避難訓練を実施し、学校、家庭、教育委員会、町との連携
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を図り、取り組んで参りたいと考えております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  例えば通常の土日以外、保護者が自宅に不在で連絡をとれない

場合に、保護者、児童生徒に対してはどのように対応しているかも考慮が必

要だと思われます。お答えはよろしいです。 

     次にいきます。 

     学校を休んでいる児童生徒、教職員の対応について伺います。 

     下仁田町には、休んでいる小学生、中学生はいますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     小中学校からは、休んでいる不登校、不登校傾向の児童生徒がいるとの報

告を受けております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  何人ぐらいいるんですかね。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     １０月末現在では、小学校では不登校傾向２人、中学校では不登校１人、

不登校傾向１人と報告を受けております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ほかにはいないようですので、次は、下仁田町は、その対応に

ついては。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     教育委員会では、小中学校に心の相談員を配置し、不登校児童生徒への支

援に努めております。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカー、福祉部局との連携を図り、不登校の解消や未然防止に努めておりま

す。 

     また、小学校では、スクールカウンセラーや心の相談員との連携を図りな

がら、相談活動の充実に努めております。中学校では、学校生活や家庭生活

における悩みや問題を抱える生徒や保護者に対して、スクールカウンセラー

や心の相談員と連携し、積極的に教育相談を行い、不登校や登校を渋る傾向

にある生徒に対し、学校生活に適応する指導、助言に当たっております。 

     なお、不登校の児童生徒は、登校しても、なかなか教室に入れないため、

別室登校になりがちですが、別室登校の児童生徒に対しては、教職員が交代
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で対応しております。また、担任から保護者へ連絡を入れたり、保護者から

学校へ連絡をいただいたりして、毎日、保護者との関係を密にして状況把握

を行い、登校出来るよう取り組んでおります。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ただいま課長の答弁を伺いました。 

     児童生徒の心の悩みなので、細心の注意を払い、心の込もった対応をよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

     次に、休んでいる教員は何人ぐらい把握していますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     小中学校からは、休んでいる教職員の報告はございません。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  休んでいる教員は、全国、群馬県でも新聞報道がされています。

下仁田町にはいないということで安心しました。 

     次にいきます。 

     次は、いじめの問題について伺います。 

     小中学校においては問題がありますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     初めに、いじめの定義についてお答えいたします。 

     いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成２５年度から次のとおり定義さ

れております。 

     「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍

している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的

または物理的な影響を与える行為（これはインターネットを通じて行われる

ものも含みます）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛

を感じているものとする。 

     なお、起こった場所は、学校の内外を問わないと定義されております。 

     いじめは、人として決して許されない行為でありますが、どの児童生徒た

ちにも、どの学校にも起こり得ることから、学校、家庭、地域が一体となっ

て、一過性でなく継続して未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが

重要となります。 

     なお、小中学校からは、毎月、いじめについての報告を受けております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 
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○５番 木暮弘元  ただいま課長の説明を伺いました。 

     次に、小学生の児童対児童は何件ぐらいあるんでしょうか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     小学校からは、１０月末現在、２件が経過観察しているとの報告を受けて

おります。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次は、中学校は生徒対生徒は何件ぐらいあるんですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  中学校からは、１０月末現在、７件が経過観察している

との報告を受けております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次は、学校、教育委員会の対応はどのようにしていますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     小中学校では、いじめ防止基本方針を策定しております。まず、いじめの

未然防止のための取り組みとして、いじめについての指導や、あいさつ運動

などを実施しております。 

     次に、いじめの早期発見に向けての取り組みとして、全教職員が児童生徒

の様子を見守り、日常的な観察を丁寧に行うことにより、小さな発見を見逃

さないことや、全児童生徒を対象に毎月アンケートを実施しております。 

     次に、いじめ防止等の対策のための組織を設置し、いじめの早期発見、早

期解消に努め、いじめ防止活動年間計画を作成して、全教職員で共通理解の

もと取り組んでおります。 

     また、教育委員会では、町教育行政方針の重点施策、学校教育の充実の中

で、豊かな心の育成として、学校人権教育では、人権尊重の理解を深め、豊

かな人権感覚を身につけさせるよう努めております。また、いじめ防止では、

誰もが安心して学習に取り組むことができる教育環境を実現するため、いじ

めの未然防止に努め、学校いじめ防止基本計画の適切な点検と見直しを通じ

た組織的な取り組みを推進しております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次は、現在、マスコミ等で問題視されている教職員と児童の体

罰の問題はあるのか。何件くらいありますか、伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 
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○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     小中学校ともない旨の報告を受けております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ただいま課長の答弁をお聞きいたしました。新聞では、全国、

群馬県、昨年より多発しているということでございます。当町にないという

ことを聞いて安心いたしました。 

     次にいきます。 

     現在、マスコミ等で問題視されている教職員同士のいじめ問題はあります

か。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  小中学校ともない旨の報告を受けております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  教職員のことについては、全国、群馬県にも報道されています。

下仁田町ではないので安心いたしました。 

     ただ、いじめの問題について質問させていただきましたが、保護者にいじ

めた側といじめられた側にはきちんと連絡をしているのか、その辺をよろし

くお願い申し上げます。 

     次にいきます。 

     次は、中学生の海外派遣事業について。 

     令和２年度は何人を想定していますか、お伺いいたします。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     中学１年生を対象にしたアンケート等により、１８人を想定しております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  その基準について伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     下仁田町中学生海外派遣事業実施要綱第７条に参加資格を規定しておりま

す。第７条では、下仁田中学校の生徒のうち、原則として２年生で次の各号

に該当する者または教育長が特別に認める者と規定しております。第１号は、

海外派遣体験を通じて、帰国後、各種の国際交流事業に積極的に協力するこ

とができる者。第２号は、心身ともに健康で、協調性があり、国際親善を進

める代表者としてふさわしい者。第３号は、基礎的な英会話の能力を有する

者。第４号は、過去においてホームステイや長期間にわたる海外生活の経験
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のない者。第５号は、本人が積極的に希望するとともに、保護者の承諾を得

た者。第６号は、英検５級以上に合格している者。第７号は、中学校卒業ま

でに英検３級以上を合格するよう努力できる者。第８号は、学校の代表とし

て学校長の推薦が得られる者。第９号は、所定の研修を良好な成績で修了で

きる者となっております。この参加資格に該当し、希望する生徒が参加でき

ることになります。 

     なお、現在は、参加人数の制限を設けておりませんので、希望する生徒は

全員参加できることになっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次に、参加者の意識について、中学生の海外派遣は、下仁田町

中学校の代表、下仁田町地域の代表、群馬県の代表、ひいては日本の代表と

しての心構えを講義し、実践したのか。例えば相手国の国旗・国歌に敬意を、

日本の国旗・国歌に敬意を、そして日本の文化、郷土の文化等を認識させて

いるのか伺いたい。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     教育委員会では、参加者を対象に事前研修会を開催しております。目的は、

各学習を通して、郷土の代表、日本人としての自覚を持つ。海外の生活、英

会話等の学習により、海外の生活に備える。学習を通して、協調、友情、信

頼関係を深め、楽しく有意義な海外研修となるようにする。健康、安全に留

意するとともに、自主自立の心を持つとなっております。この目的に沿った

事前研修を行っております。また、中学校でも事前研修会を数回開催してお

ります。 

     なお、現地の学校で開催される日本フェスティバルでは、参加生徒が法被

を着て日本の文化を紹介しており、毎回好評を得ております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ただいま教育課長の答弁に続きまして、教育長さんにお伺いい

たします。 

     教育長さんは、中学校の現場、そして続いて教育長になりましたので、現

在、教育長としての立場から、中学生の海外派遣についてのお考えを伺いた

いと思います。 

○議長 島﨑紘一  教育長 

○教育長 茂木学  お答えします。 

     私も教頭のとき１回、そして校長のときに１回、オーストラリアの現地の
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学校に行って参りました。そのような引率の経験、そしてその後の生徒の成

長の様子というんですかね、それを見まして、海外派遣は子供にとって外国

の生活を知る上で大変勉強になっているなというふうに考えております。 

     また、卒業生の様子を見ておりますと、卒業してから大学で英語を専攻す

る生徒もおります。また、ＪＩＣＡに参加して国際的に活躍している生徒も

おります。このようなことから、中学生を海外に派遣するということは、こ

れからのグローバル化された世の中では、非常に必要であって、大変有意義

なことであるというふうに考えております。 

     以上です。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ありがとうございました。しっかりと今後も、この派遣事業、

生徒の育成等やっていただければと思います。 

     次にいきます。 

     予算の詳細について伺います。全体の内訳、引率者の内訳、保険金、パス

ポート、バス代等詳細にお願いいたしたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     今年度の海外派遣事業の収支でございますが、収入は２６０万円で、参加

者負担金となっております。支出は７０１万６，２１２円で、内訳は、パス

ポート証紙代１６万５，０００円、海外派遣委託費６７４万２，８００円、

報告書印刷代７万９，２００円、その他、写真代等２万９，２１２円となっ

ております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  生徒の個人負担金は幾らでしょうか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     個人の負担金は、１人２０万円となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  引率者の負担金はないのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  引率者の負担はございません。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  引率者の日当は支給しているのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 
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○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     教育委員会の引率者には、８日間の日当８，８００円が支給されておりま

す。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  今、日当８，８００円ということを伺いました。 

     次に、引率者の１人金額はどのくらいかかっていますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     引率者１人当たり４１万４，０００円となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  引率者は何人で、総額幾らぐらいですか、伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     引率者３人で１２４万２，０００円となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  町負担金の支出はどのくらいでしょうか、伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     町負担は４４１万６，２１２円となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  町の税金で負担金を支出していることを参加者全員に周知して

いるのか伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     参加者全員に事前研修等において周知しております。 

     なお、帰国後の挨拶や中学生海外派遣事業報告書の中でも、参加者から保

護者、学校、町、教育委員会に対する感謝の言葉がつづられております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次に、原町長に中学生の海外事業について、その意義と見解を

お伺いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  町長 

○町長 原秀男  はい、お答えします。 

     やはりこの派遣事業、２４年目になるということです。子供たち、やはり

若いうちにいろいろな環境、世界を見るということは、非常に大人になって
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大きな糧になると、この考えで恐らく始められたと思います。まさに私もそ

のように思っております。それに加え、現在ますますグローバル化してきて

おりますし、また国も英会話教育、そしてまた英語教育、小学生から取り入

れるぐらいですから、いかに英語というものが必要とされるか。そういった

意味で、この海外派遣事業、本当にその先駆け的な感じもしております。今

後もできる限り子供たちに勉強させてやりたいと思っております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  町長の気持ち伺いました。 

     次にいきます。 

     生活の貧しい家庭についての対応を伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     下仁田町中学校派遣事業参加者負担金に関する内規により、対象者が減免

を希望したときは、要保護世帯１０万円、準要保護世帯５万円の減免が出来

る規定としております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ただいま課長の答弁を伺いました。負担金ですが、貧しい家庭

でも、差別なく町で全額負担をお願いしたいと思います。それは私の希望で

あります。これも明日の下仁田を担う子供たちへの投資ではないでしょうか。

先ほど原町長が答えていましたことについて繋がると思いますので、ぜひ原

町長にも一言だけ、先ほどグローバル化等いろいろなことについてお答えを

いただきました。この貧しい家庭についてのことについて、一言コメントを

いただければと思います。 

○議長 島﨑紘一  町長 

○町長 原秀男  そうですね、前向きに検討していきたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  前向きということでございますけれども、しっかりとやってい

ただければと思います。 

     次にいきます。 

     部活動外部指導者について伺います。 

     部活動外部指導者の導入について規約はありますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     下仁田町部活動指導員設置要綱により、本年４月１日から実施しておりま
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す。趣旨は、中学校に運動部活動指導員を設置することにより、部活動の充

実及び教員の働き方改革の実現を図ることを目的としております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  現在の指導者数は。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     ハンドボール部の指導員１人となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  それ以外にも申請があるのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     現在、新年度に向けて中学校に意向調査を実施している状況でございます。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  どうすれば申請が可能なんですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     部活動指導員設置要綱第２条に、指導員は、次の各号の要件を全て満たす

者で、指導員として適格性を有すると校長が認めるものについて、運動部活

動指導員配置申請書による申し出書により教育委員会が任用することとなっ

ております。第１号は、教育現場にふさわしい人格と見識を持っている者。

第２号は、部活動指導等の経験を有し、競技等における専門的な指導の出来

る者となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次にいきます。 

     ブラック部活について伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     ブラック部活とは、主に小中学校及び高校において、生徒と保護者の同意

を得ず部活動に入部を強制させたり、生徒の人格を否定するような暴言や、

体調を崩すほどのサービス残業のことと言われております。 

     なお、中学校からはこのような報告は受けておりません。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  次に、顧問、指導者、部員に対して体罰や人格否定、暴言等の

事例はないのですか、伺います。 
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○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  このような事例はございません。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  長時間拘束などの問題のある部活動の事例はないのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     こちらもございません。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  休日返上で教員の過度な負担はないのですか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     こちらにつきましてもございません。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  全国、群馬県でも、過度のブラック部活で、顧問、指導者が部

員に対し、体罰や人格否定、暴言等の事例が新聞紙面に報道されています。

下仁田町にはないということの答弁をいただきました。今後は、細心の注意

をし、見守っていきたいと思っております。 

     次にいきます。 

     食物アレルギーの対策について伺います。 

     下仁田町はアレルギーの対象者は何名ぐらいいますか。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     小中学校に確認したところ、小学校１４人、中学校９人との報告を受けて

おります。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  下仁田町のアレルギーの対象者の対応を伺います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     群馬県が作成した学校における食物アレルギー対応マニュアルでは、まず

全教職員が食物アレルギーに対して正しい知識を持つ、次に児童生徒の情報

をしっかり収集し、その児童生徒に合わせた「個別取組プラン」を作成し取

り組む、そして誤食などの緊急時の体制をしっかり作っておくことが基本と

なっております。 

     小中学校では、このマニュアルを活用し、それぞれの状況に合った取り組
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みを行い、食物アレルギーを有する児童生徒が安全・安心に学校生活を送れ

るよう取り組んでおります。 

     また、給食センターでは、栄養教諭が作成する通常の給食献立のほか、ア

レルギー献立及び成分分析表、アレルゲンの含有が確認できる詳細献立を作

成し、食物アレルギーを有する児童生徒を持つ保護者に確認していただき、

ご家庭での対応をお願いしている状況となっております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  ただいま課長の説明を伺いました。 

     過日、私が全員協議会で質問しました。答弁で、給食の外注を実施すると

いう説明がありました。大切な命がかかっていますので、細心の注意をして

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

     次に、教職員の働き方改革について。 

     法律改正による働き方改革に対する変化等をお願いしたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     働き方に対する変化でございますが、教職員の多忙化解消に向けた協議会

からの提言、５つのポイントの確実な推進を求められております。ポイント

１は業務に専念できる環境の確保、２は部活動の負担軽減、３は長時間労働

という働き方の改善、４は労働安全衛生管理体制の整備促進、５はその他、

学校閉庁日の設定等となっております。教育委員会及び各学校では、教職員

の多忙化解消に向けて連携して取り組んでおります。 

     まず、環境の確保では、会議、研修、行事等の見直しや改善を行っており

ます。 

     次に、部活動の負担軽減では、活動方針を策定し、月曜日は部活動なし、

平日は２時間程度、学校休業日は３時間程度の活動で終えることや、週２日

以上の休養日を設定して負担軽減を図っております。部活動指導員の設置も、

働き方改革の一環となっております。 

     次に、長時間労働では、勤務時間等の記録を行い、記録の結果を分析して、

多忙化解消に向けた活用をしております。 

     次に、労働安全衛生管理体制では、面接指導やストレスチェックを実施し

ております。 

     次に、長期学校休業日に学校閉庁日を設定し、休暇取得の促進に向けた環

境整備を行っております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 
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○５番 木暮弘元  わかりました。 

     次に、下仁田町教育委員会の対応についてお伺いします。 

○議長 島﨑紘一  教育課長 

○教育課長 大小原敏江  お答えいたします。 

     働き方改革に関する関係法令が整備され、全国的にも取り組みが進められ

る中にあって、学校における働き方改革、教職員の多忙化解消は、喫緊の課

題となっております。 

     ただいま群馬県教育委員会より、教育職員の勤務時間の上限に関するガイ

ドライン策定の指示がございますので、現在、教育委員会では、令和２年４

月施行に向けて、県のガイドラインを参酌し、ガイドラインを作成している

ところでございます。 

     今後においても、教育委員会では、各学校と連携して、学校における働き

方改革、教職員の多忙化解消に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長 島﨑紘一  木暮弘元君 

○５番 木暮弘元  教職員の多忙化解消にぜひとも実行していただければ幸いでご

ざいます。 

     議長、あと何分でしょうか。 

○議長 島﨑紘一  あと１８分。 

○５番 木暮弘元  そうですか。大体質問が終わりましたので、まとめに入らさせ

ていただきます。 

     いきます。 

     私は、教育行政と一般行政は常々両輪だと考えております。教育行政は過

疎化の歯どめにもなります。教育委員会はしっかりと気配りをしていただき

たいと思います。 

     ちょっと時間が残っておりますけれども、これで一般質問を終了したいと

思います。ありがとうございました。 

○議長 島﨑紘一  ここで暫時休憩をいたします。 

     なお、再開は午前１１時５分といたします。 

休  憩  午前１０時５２分 

再  開  午前１１時０５分 

○議長 島﨑紘一  休憩を解いて再開いたします。 

     小井土光弘君 

（小井土光弘議員 一般質問席へ） 

○１番 小井土光弘  議席番号１番、小井土光弘、議長の許可を得ましたので、通
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告書に基づき質問させていただきます。 

     質問の要旨といたしまして、安全性向上にアクセルブレーキ踏み間違い対

策装置の活用についてです。 

     近年、高齢ドライバーによる交通事故について、テレビや新聞等の報道で

目にします。最近も高速道路での逆走事故が報じられておりましたが、アク

セルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故も、全国的に多発して

いるようです。 

     今回は、アクセルブレーキ踏み間違い対策装置の活用について、当町でも

取り入れられたらいかがと思い、質問させていただきます。 

     最初に、町内における高齢者ドライバーの免許所有者数について伺います。 

○議長 島﨑紘一  町長 

○町長 原秀男  総務課長に答えていただきます。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     下仁田町におきましては、平成２３年度より高齢者による交通事故の減少

を図るため、下仁田町高齢者運転免許証自主返納支援補助金交付要綱に基づ

き、自主返納された方へ支援制度を設けております。この要綱に基づく高齢

者ドライバーは６５歳以上と規定しておりまして、当町における６５歳以上

の自動車運転免許証取得所有者につきましては、平成３０年１２月末現在で

ございますが、２，１５１名でございます。内訳としましては、男性

１，３０１名、女性８５０名です。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  運転免許返納制度についてですが、その制度の内容と自主返

納された方の人数についてお伺いいたします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     最初に、制度の内容でございますが、町の制度といたしましては、６５歳

以上の方が免許証を自主返納された場合に、返納時に群馬県公安委員会が交

付いたします運転経歴証明書の交付手数料に１，１００円が必要となります。

その交付手数料全額をまず町が助成しております。その他の制度といたしま

しては、群馬県公安委員会が交付した「運転経歴証明書」を提示した場合に

は、上信電鉄の乗車料金が半額となります。また、群馬県タクシー協会に加

入しているタクシー会社を利用した場合には、利用料金が１割引きとなる制

度も、これは各事業者なんですけれども、事業者で実施してございます。 
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     次に、自主返納者の数についてでございます。平成２８年度が２２名、平

成２９年度が３４名、そして平成３０年度が２７名という状況でございます。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  毎年３０名程度の方が自主返納制度を利用しているようです

ね。しかし、下仁田町の地理的条件からすると、なかなか免許がないと、移

動手段等大変な状況は事実です。そこで、高齢者の事故の未然防止の観点か

ら、踏み間違い装置の導入も必要と考えています。 

     踏み間違い対策装置の種類について３種類あると聞いていますが、どのよ

うなものがあるか伺います。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  まず、１つ目の装置でございますが、ペダルの踏み間違いを

した場合に、急発進を制御する装置です。 

     ２つ目としましては、ペダルの踏み間違いや自動車の停止時及び徐行時に

おいて、アクセルペダルが強く踏み込まれたときに、アクセルを機械的に制

御する装置で、こちらはワンペダル方式と呼ばれる装置でございます。 

     ３つ目でございますが、自動車の停止時及び徐行時において、前方、また

は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強

く踏み込まれたときに加速を制御する装置というのもございます。 

     以上でございます。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  続きまして、諸費用についてでございます。 

     踏み間違い対策装置の設置費用についてですが、設置するのに幾らぐらい

かかりますか。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     設置します機種により価格差はございますが、急発進を制御する装置の場

合は、工賃込みでおおむね４万円程度と聞いてございます。また、ワンペダ

ル方式と車体にセンサーを取りつける装置については、こちらは工賃が別で

１７万円ほどと聞いております。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  現在、群馬県内において踏み間違い装置の設置に対する補助

制度を導入している市町村はありますか。また、導入している場合、どの程

度補助しているか伺います。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 
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○総務課長 岡野均  はい、お答えします。 

     群馬県内では、令和元年１２月１日現在でございますが、６市町村ござい

ます。渋川市、そして甘楽町、千代田町、大泉町、上野村、片品村、この６

市町村が補助制度を実施してございます。 

     補助金の金額でございますが、渋川市、甘楽町については、補助率が３分

の２でございます。補助金額の上限額が５万円です。千代田町、大泉町につ

きましては、補助率が２分の１で、上限額が２万円でございます。上野村は

補助率が８割で、上限額が５万円。片品村につきましては、補助率が３分の

２で、上限額が６万円と聞いてございます。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  既に県内でも６市町村が補助制度を実施しておるようですね。 

     そこで、町長に伺います。下仁田町でも補助制度を導入する必要があると

思いますが、町長のお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長 島﨑紘一  町長 

○町長 原秀男  そうですね、この話が夏ごろからかなり広まってきています。広

まっているというか、情報として入っています。私も、本人の責任とはいえ、

やはりこれも下仁田町にとって高齢者が車に乗れなくなると困ることは、非

常に大変なことかなと、全体的にそう感じております。検討も今始めておる

中で、状況、条件見ながら迅速に検討していきたいと思っております。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  わかりました。ありがとうございます。 

     令和２年の夏からは、新車のほうも補助装置がないと販売できないという

ことになってくるそうなので、それほど国のほうでも重要な装置だという思

いがあるようなので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

     続きまして、質問事項の２の消防団各分団に対するチェーンソーの配備に

ついて質問させていただきます。 

     消防団へのチェーンソー導入の経緯について伺いたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     導入の経過といたしましては、町の消防団から過去の災害時に倒木等で道

路がふさがれてしまい、消防活動に支障が生じたということから、各分団に

１台ずつ配備して欲しいというような要望を受けたことによるものでござい

ます。このことから、町としましては、国の防災・減災、国土強靱化のため
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の３か年計画の緊急対策事業を活用して、導入したいとするものでございま

す。 

     補助金の対象資材としましては、エンジンカッター、チェーンソー、油圧

切断機、ＡＥＤ、ジャッキ、トランシーバーの６種類に限定されております。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  事業者が仕事でチェーンソーをする場合、プロテクターの着

用が義務づけられていますが、消防団員に対する安全対策についてはどのよ

うに考えているか伺います。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  まず、林業分野におきましては、平成２７年１０月より、チ

ェーンソーを使用する業務に携わります全ての作業従事者に、チェーンソー

防護ズボン、またはチャップスの着用が義務化されております。また、令和

元年８月１日より、チェーンソーを使用する業務に携わる全ての作業従事者

にも、チェーンソー防護ズボン、またはチャップスの着用が義務化されまし

た。このことから、消防団にチェーンソーを配備する際には、安全に取り扱

っていただくために、防護ズボン、またはチャップス、ゴーグルであるとか、

あとは防振手袋等の安全対策は必要と考えております。また、チェーンソー

の取り扱い研修会も定期的に開催したいと考えております。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  続きまして、諸費用についてお伺いしたいと思います。 

     チェーンソーのプロテクターはどのような種類があり、また購入するには

幾らぐらいかかるか伺います。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     プロテクターの種類については、ズボン型と両足の前部分を守るプロテク

ター型がございます。金額的には、両タイプとも１万円から３万円程度でご

ざいます。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  消防団員の安全対策のための防護プロテクターの配備は必要

と考えますが、町長のお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  町長 

○町長 原秀男  本当に消防団員におかれては、今年は本当に大変世話になったと。

また、毎年ですが、特にそうかなと。そんな中、チェーンソーの必要性があ

るということで配備させてもらいました。チェーンソーも非常に便利ですけ
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れども、非常に危険と、そういう道具になります。そんな中、やはり使い方

を間違うといけないと。また、それを防ぐためにも、検討を前向きにしてい

きたいと思います。 

○議長 島﨑紘一  小井土光弘君 

○１番 小井土光弘  ありがとうございます。 

     町民の安心・安全を守る消防団員の安全を守るのが大事だと思いますので、

ぜひ前向きの検討をよろしくお願いします。 

     時間が余ってしまいましたが、これで一般質問を終わりにしたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○議長 島﨑紘一  ここで暫時休憩をいたします。 

休  憩  午前１１時２０分 

再  開  午前１１時２２分 

○議長 島﨑紘一  休憩を解いて再開いたします。 

     続いて一般質問を行います。 

     なお、岩崎議員については、質問の内容によって、区切りのいいところで

休憩の申し出をしてください。 

     なお、参考資料として配付することを許可しましたので、よろしくお願い

します。 

     岩崎正春君 

（岩崎正春議員 一般質問席へ） 

○６番 岩崎正春  ただいま議長のお許しをいただきましたので、議席番号６番、

岩崎正春が通告書に従いまして質問いたします。 

     まず最初に、１０月１１日から１２日にかけて関東地方に上陸した台風

１９号により被害を受けた皆様にお見舞いを申し上げます。 

     前橋気象台、西野牧観測所によると、１１、１２の２日間の総雨量４６９．５

ミリは、県内最大の降水量。１時間の最大雨量は、１０月１２日０８時５２

分、４３．０ミリと、記録的な大雨により、その被害は大変広範囲に及びま

した。それでも人的被害を免れることが出来たのは、町民皆様ご自身の判断

や、町長を初め職員、消防団員、民生委員、区長さんのご尽力によるものだ

とご慰労申し上げます。 

     なお、議員各位においても、それぞれの地域で対応していただいたわけで

ございます。 

     このたびの１９号台風に限らず、過去、平成１９年の台風９号の被害、平

成２６年の大雪被害、また被害の主な場所は、他地域とも毎年のように過去
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の例にない大きな被害の拡大が懸念されております。令和時代、今後も台風

に限らず地震や土砂災害、大雪など予断は許されない気象現象が繰り返され

ております。よって、今回の質問も繰り返しの質問になるかもしれませんが、

その点はご容赦ください。 

     過去の経緯を振り返りますと、下仁田町防災計画は平成１０年度に全面改

正され、平成２０年度にも水防計画を作成しております。平成２９年度に改

定して、今の防災マップ作成と配布となっているわけです。そういう経過も

踏まえまして質問いたします。 

     なお、広報しもにた１２月号で、台風１９号についての記事が掲載されま

した。わかりやすい内容だったと思います。ここでは同じ内容の質問になる

部分もあるかと思いますけれども、下仁田町の被害状況、それに対応、執行

と議会での対策と活動を広く知っていただき、願わくばふるさと応援寄附金

等の啓蒙につながれば幸いだと思っております。 

     なお、災害防災関係の一般質問は、私、過去４年ほどしておりますが、災

害の状況と対応も常に変化しています。改めて確認しながら質疑を行います

ので、真剣にて賢明なご答弁をお願い申し上げます。 

     このたびの１９号台風は、１０月９日ごろからの早い段階から、１９５８

年９月２７日に上陸し、死者１，２００名以上の犠牲者を出した狩野川台風

に類似していて、大きくて強い台風と言われてきました。そのことも踏まえ

て質問いたします。 

     まず、台風１９号の災害と復旧についてお尋ねいたします。 

     最初に、初動対応についてお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  町長 

○町長 原秀男  まず、総務課長に答弁していただきます。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     初動の対応についてでございますが、今回の台風１９号につきましては、

まず１０月１１日の午前１０時３０分より、全課長職全員による台風１９号

対策会議を開催いたしました。こちらについては、気象庁、前橋気象台から

発表された台風情報をもとに、職員初動マニュアルで定められました風水害

における職員の動員手順、また各課の役割分担を確認するとともに、台風に

備え土のうを準備させていただき、台風の接近に備えました。 

     当日の１０月１２日の対応については、時系列にご説明させていただきた

いと思います。 
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     まず、午前６時に初動動員といたしまして、総務課の地域安全係が集合し

ました。その後、午前７時に下仁田町災害警戒本部を設置し、全課長に招集

をかけさせていただいております。続きまして、午前７時１２分、気象庁が

大雨・洪水・強風・雷注意報を発表しております。午前９時、下仁田町防災

対策本部を設置し、全職員を招集してございます。午前９時１０分に気象庁

が大雨・洪水警報を発表してございます。また、災害対策本部の設置の経過

といたしましては、降り始めからの総雨量が１００ミリを超えたことや、ま

た雨の強まりや災害の発生の危険性が強まったことから、午前９時に災害警

戒本部から災害対策本部に移行し、全職員に対して動員メールを出したとい

うような経過でございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  今、課長の答弁によりますと、職員の防災初動マニュアルがあ

るということなんですが、甘楽町ではホームページ等で広く公開しておりま

す。こういった初動マニュアルもぜひ議員の手元に配付していただけるよう、

ここで要望しておきます。 

     なぜかというと、どういった手順で行われているかということの部分につ

いて、補足的なことも知っていれば、議員もできるのではないかなというふ

うに思っております。 

     また、甘楽町で、別に他市町村と特に比較してどうこうと云々というわけ

ではありませんけれども、甘楽町では既に１０月１１日４時には災害警戒本

部を設置して、午後６時には自主避難所を秋畑地区に開設しております。 

     今回、人的被害がなかったのは、たまたま被害がなかったのか、対応が適

切だったために被害がなかったかということも十分検証していかなければな

らないなというふうに思っていますので、質問を続けさせていただきます。 

     また、エリアメールとかＳＮＳの発出の経緯等を教えていただければと思

います。よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     エリアメールであるとかＳＮＳの発信の経緯でございますが、今回の台風

１９号の台風状況につきましては、まず広く町民に知っていただくと、周知

していただく目的から、１０月１１日の午後６時に防災無線により台風状況

の注意喚起をしております。その後、１０月１２日午前７時に災害警戒本部

を設置した時点で、防災無線とエリアメールによる再度の注意喚起を行わせ

ていただきました。今後は、防災無線放送時に合わせ、エリアメールの利用
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者への情報提供を一緒に行って参りたいと考えてございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  エリアメールの受信者の数は、前の答弁でも９００件くらいあ

るということなんですけれども、それと同時にＳＮＳでツィッターで同様な

情報発信をしているかと思います。これはこれでエリアメールと違って、特

に申請とかそういうものは必要ではなくて、誰でも見られる状況なので、こ

れも必要かなと思いますが、ただ、私が見ていて思うのは、検索のタグを防

災とか検索しやすいようにするためには、にゃくっちというアカウント名は

どうなのかなというふうに思います。検索しやすさという点では、やはり下

仁田防災係とか防災情報とかというアカウントにしたほうが検索はしやすい

かなと思いますけれども、その点はどうでしょうか。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     今回、台風１９号に係るツィッターでの情報発信につきましては、下仁田

町で唯一運営します商工観光課の公式アカウントにより発信させていただき

ました。このツィッターを運用するに当たりましては、下仁田町商工観光課

の公式ツィッター運用ポリシーを定めてございます。運用ポリシーに定めら

れました情報発信内容といたしましては、情報観光、イベント等の情報のほ

かに、緊急情報の発信もすることとなっております。これに基づきまして、

今回、この台風情報を発信させていただきました。 

     今後は、緊急情報を幅広く発信する手段について検討して、ツィッターに

ついてのアカウント名も検討していきたいというような形で考えてございま

す。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  続いて、避難所開設の件についてお尋ねしたいと思います。 

     これは過去、平成２６年９月定例会でも一般質問にて担当課長より答弁い

ただいておりますが、要約すれば、地域防災計画は小中学校の旧校舎を利用

しておるんですが、必ずしも避難所としてふさわしくない場所も発生してい

るので、防災計画改定に合わせて避難勧告等が発せられた場合に、地域住民

の方が安全で避難しやすい場所の避難所に再指定することを検討しておりま

すという答弁を既に５年前にいただいております。 

     さらに、平成３０年１２月定例会では、下仁田町は山間地が多いために、

土砂災害の危険地帯が数多くあり、いずれも学校跡地のため、対策工事を実

施しておりますが、旧西牧小学校体育館、南野牧社会体育館、旧小坂小体育
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館が含まれておりますと。土砂災害危険地帯にそういうものが含まれている

場所に設置してあるという懸念が答弁としてあります。今回はさらに荒船の

湯も含まれて避難所として活用されたわけですけれども、その後の改善はさ

れたのかということでございます。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     平成２９年３月の策定の地域防災計画におきましては、指定避難所を町内

１５カ所指定してございます。今回の台風では、指定避難所７カ所と荒船の

湯を避難所として開設しております。避難所の開設の状況ですが、１０月

１２日の午前８時に保健センターを自主避難所として開設いたしました。そ

の後、午前９時に西牧の活性化センター、矢川の友愛館を開設し、午前９時

３０分に下仁田高等学校の体育館、馬山社会体育館、小坂社会体育館、また

青倉社会体育館を開設し、午前１０時１５分に荒船の湯を開設しました。そ

して、午後３時４５分に下仁田小学校の体育館を開設させていただきました。 

     旧西牧小学校の体育館と南野牧社会体育館につきましては、施設設備の観

点から避難所として使用せず、西牧の活性化センターと荒船の湯を避難所と

させていただきました。 

     また、小坂社会体育館につきましては、避難所として開設はしたんですけ

れども、裏山からの出水が激しくなったため、午後３時８分に避難所を閉鎖

し、保健センター、または西牧活性化センターに避難していただくよう周知

させていただいております。 

     また、防災マップでは、災害の状況に応じて、各地区の地区公会堂などへ

の避難もお願いしておりまして、公会堂へ避難された方もおりました。 

     以上でございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  今、答弁によりますと、旧小坂小学校体育館に避難したが、午

後３時８分に出水が激しいために、避難した方に移動していただいたという

ことです。ということは、私の想像ですと、最も雨量の激しいときに避難者

が移動しなければならないという状況が発生したということですね。その点

を、何人ぐらいがどのような手段で、主にどこの避難所に移動したか、わか

ればお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  閉鎖する段階では、１名の方が避難所に避難されておりまし

た。その方につきましては、保健センターのほうに避難していただきまして、
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そこに職員が２名常駐してございまして、防災無線等で閉鎖の周知、そして

避難所への移動等を周知させていただいたんですけれども、来る方がいると

困るということで、そこに職員に待機していただいて誘導したというふうな

形をとってございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  今回は、たまたま直接避難所に土砂が入り込んだということは

なくて、また避難していた方もスムーズに移動したということですけれども、

対策は急務だと思うんですよね。その辺は、いつ災害というのは、台風だけ

じゃありませんから、どのように進めるかお尋ねします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  今後、避難所の関係でございます。現在、１５カ所、避難所

を指定してございますが、今回の台風等を教訓に、今後、避難所の精査とい

いますか、その部分について防災会議等を開催させていただき、その辺の協

議等も進めてまいりたいと考えております。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  はい、わかりました。早急に適切な対応をお願いしたいと思い

ます。 

     そして、避難して、今回は全協でも説明はありましたけれども、公共施設

に避難した方だけでも６６０人避難されたということです。 

     避難所で聞いたところ、後になって聞いたんですけれども、避難した方の

中には、夜半に雨が上がりましたので、雨が上がった途端に家に帰った方が

たくさんいたということです。実際はどうだったんでしょうか。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     今回、台風１９号の影響により避難された方は、町内８カ所の避難所で、

発言のありましたように６６０名の方が避難されました。 

     １０月１２日の午後１１時の時点では、ほぼ雨は止んでおり、各避難所に

避難された方で、雨が止んだ夜間のうちに帰宅された方もおりました。避難

所に担当職員がおりまして、帰られる方には、台風の影響が残っておるので、

危険ですから、夜が明けるまで避難所に留まっていただきたいというような

お願いはしましたけれども、家が心配などの理由から帰宅されたと伺ってご

ざいます。 

     避難所からの帰宅につきましては、災害の状況等を見極めて、危険がなく

なるまで避難所に待機していただくよう強くお願いするとともに、日頃から
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住民の方への周知も図って参りたいと、このように考えてございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  そうですね、夜中の避難というのは、冠水した側溝とか、そう

いうものがわからないので、せっかく避難していただいて、職員の皆様も夜

通しそこについていただいたと。避難した方の中には、職員さんも自分の子

供や家族があって安否が心配なところを、朝方まで見守っていただいてあり

がたかったという意見もいただいているんですけれども、そういった行為は、

夜中に帰りたい気持ちもわかりますけれども、せめて本当は避難解除、ある

いは明るくなって安全確認が出来てから帰宅するということも、何らかの形

で皆さんにお知らせする必要があるかなと思います。さもないと、せっかく

避難した今回の行いが、一つの被害で、犠牲者、もしそういうものが出ると、

台なしになってしまいますので、その辺は力を入れて皆さんに啓蒙活動を図

っていただきたいと思います。 

     続きまして、台風１９号の被害状況と被害額についてお尋ねいたします。 

     ちょっと時間もありますので、ざっと言いますけれども、今回の台風１９

号による被災や災害発生箇所など、防災マップと総合して指定されている箇

所以外での被災場所があるか、あるいは浸水、断水、通行止め、崩落等含め

てご答弁願えればと思います。よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     今回の台風により被災された方の住宅は、令和元年１２月２日の現在で

５０件ございます。原因別の被害状況でございますが、山等の崩落による土

砂流入被害が６件、河川の増水や山からの雨水による浸水被害が４４件でご

ざいます。 

     土砂の流入被害の発生場所につきましては、防災マップでは、全て土砂災

害特別警戒区域、または土砂災害警戒区域で発生しておりました。浸水被害

につきましては、防災マップでは重要水防区域には指定しておらず、普段は

比較的水量の少ない普通河川が増水し、被害が発生してございます。 

     それと通行止めについてでございますが、防災マップにある土砂災害警戒

区域の指定箇所以外の場所でも、大量の土砂流入・流出、または道路貨物等

により通行止めになってございます。通行止めとなった路線で、集落のある

路線は１６路線、集落がない路線でも８路線が通行止めとなってございます。 

     また、土砂災害警戒区域には、人家のあるところ、指定はこれから想定さ

れるところは指定してございます。 
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     断水につきましては、水道が破裂して断水した地区は、下郷地区、三ツ瀬

地区、三本杉地区、３カ所ありました。三ツ瀬地区につきましては、警戒指

定区域内ではありませんが、護岸の崩落で水道管が破断し、断水というよう

な状況になってございます。 

     以上でございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  そこで、今回、特に大きな被害箇所として２カ所挙げてみたい

と思います。 

     下河原地区と小坂、滑地区の災害状況の原因と対策、下河原地区はたびた

び水害に遭っているわけで、防災マップを見ると、水防地区に指定されてい

ないわけですが、これらの指定されていない理由。また、滑地区は急傾斜や

土石流による特別警戒地域にされているが、どうしてあのようなことが起き

たのか。それらについてお尋ねします。よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  建設水道課長 

○建設水道課長 阪本睦  それでは、説明いたします。 

     平成１９年台風災害後に県で下河原地区に堤防を設置いたしました。今回

の令和元年度台風１９号では、外水が堤防を超えての被災はありませんでし

たが、降り始めからの降水量は、高崎河川工事事務所の雨量計で６２７ミリ、

これが吉崎の観測点でございますが、記録しております。想定を超えた降水

による外水位、鏑川が上昇したため、フラップが変異し、手前側からの水が

吐けず、消防団の協力により排水作業を行いましたが、５時に地区内の住宅

が浸水するという被害が発生しました。山側の水を暗渠で国道横断し、河川

へ排出しておりますが、上信線路を潜り、国道下の暗渠前で木の枝、土砂が

詰まり、水が道路にあふれ、下河原へ下っていきました。対策としては、国

道横断の水路改良等、河川へ放流させるための対策が必要であると考えてお

ります。これにつきましては、道路管理者である県に協力をいただき、効

率・効果的な対策を検討しております。 

     続いて、小坂、滑地区の災害状況と原因、対策についてです。 

     急傾斜の施設が設置してありましたが、想定を超えた雨量により、法面の

上の畑及び法面が崩れ、高さ５メートルの擁壁を決壊させて、土砂が住宅を

倒壊させました。対策として、県には、法面工と擁壁工を併用しての対策を

考えておるものです。 

     県管理の河川についてですけれども、重要水防箇所は、県で基準を設置し

ております。堤防高につきましては、計画高水流量規模の洪水の水位が現況



- 30 - 

の堤防高を超える箇所、堤防断面については、現況の堤防断面、あるいは天

端幅の２分の１未満の箇所と基準がしております。 

     重要水防区域については、平成３０年度に県で見直しを行いました。下河

原地区は、令和元年９月より、浸水想定区域となっております。 

     先ほど説明いたしましたけれども、滑地区につきましては、防護柵が崩壊

しました。県では、擁壁だけでなく、法面工を併用して対策を考えていると

説明がありました。避難経路の確認と、早目の行動をとることが大切と考え

ております。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  私は、もちろん専門家ではないんですけれども、今お配りした

資料を見ますと、地元の方に資料提供というか、情報提供していただきまし

た。 

     道路側に水が出始めたのは、かなり早い時点で道路冠水をしているようで

す。本来、このグーグルマップで示してある番号が、１のところが、主に悪

さをしたというんですかね、道路横断して、暗渠で潜って、直接下河原地区

の中に入り込まないように、鏑川に直接流れるようになっている仕組みらし

いんですけれども、これは道路横断した時点のところがかぎの手みたいにな

っていて、中を覗いてみると、とても複雑な構造をしていて、ここが全く機

能しないで、番号１の水が、飲み込むべき水が２のほうに回ったために、こ

の下河原の地区に水が入ったと。 

     しかも、鏑川から止水防止弁が働いたために、これはどんどん水が溜まっ

てしまって、その裏にあるように消防団が出動して、水を揚げたんですが、

全然対応できなかったということです。まあ、これらは、私が素人目に見る

と、この辺の構造を根本的に解決しない限りは、また同じような被害に遭わ

れるんじゃないかなと思います。 

     私が懸念しているのは、やはりこんな年中災害に遭っている土地に住みた

くないとかといって、他地区に、安全な場所に避難する方だけならいいんだ

けれども、町外に出てしまうことを懸念しておりますので、この辺も県との

協議が必要かなと思いますけれども、抜本的な解決をお願いしたいと思いま

す。 

     それと、滑地区もそうなんですけれども、下小坂の竹ノ鼻という地域のと

ころに自動車の修理工場があるんですけれども、人家には直接入らなかった

んですけれども、大きな土砂が出たと。自然学校の先生にお尋ねしたら、あ

れは両方とも段丘で、その上に真砂土が乗っていて、水を含むと崩落しやす
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いということらしいです。真砂土というのは、特土法というものは初めて私

知ったんですけれども、真砂土に関しては、土砂災害の危険性がある土です

よということが決められているらしいんですね。ですから、下仁田町も自然

学校の先生たちもいるので、その辺の地形をうまく尋ねていただいて、参考

にしていただくほうがいいかなというふうに思っております。 

     それと、災害箇所の復旧の見通しについてですけれども、災害見舞金支給

対象と見舞金額、災害費用にかかる概算費用、災害復旧財源、それと非常食

と備蓄について一括で質問しますので、一括で答弁をお願いします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     今回の台風１９号で被害を受けられた方への支援策については、現在３つ

の制度がございます。 

     第１としましては、群馬県・下仁田町被災者生活再建支援制度でございま

す。この制度は、被害による住宅の被害程度が全壊と大規模半壊の世帯に対

する支援制度で、罹災証明の被害程度が全壊の場合の基礎支援金としまして、

単数世帯に対しては７５万円、複数世帯に対しては１００万円を支給いたし

ます。また、被害程度が大規模半壊の場合は、単数世帯に対しては３７万

５，０００円、複数世帯は５０万円を支給いたします。その後、被害に遭わ

れた方が住宅を再建する場合には、その再建方法に応じて加算金を支給いた

します。まず、被害に遭われた方が新たに住宅を建設、または購入する場合、

単数世帯に対しましては１５０万円、複数世帯に対しましては２００万円。

住宅の補修の場合につきましては、単数世帯は７５万円、複数世帯は１００

万円を支給いたします。また、家は再建せず賃貸したいとする場合には、単

数世帯には３７万５，０００円、複数世帯は５０万円を支給いたします。こ

の加算支援金につきましては、全壊、半壊とも同額でございます。 

     第２としましては、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度です。対象と

なる被害は、住宅が大規模半壊及び半壊及び一部損壊の被害を受けた方。応

急的に修理をすれば居住が可能となり、自らの資力では応急ができない場合

に、自治体が最小限の修理を行うという制度でございます。住宅応急修理の

範囲は、屋根の基礎部分、基本部分、ドア開口部、そして上下水道等の配管

等、日常生活に欠くことの出来ない部分が対象で、自治体が工事社に工事費

を支払う制度です。支払い上限額につきましては、大規模半壊及び半壊の場

合が５９万５，０００円、一部損壊が３０万円でございます。 

     ３つ目としましては、甚大な災害による下仁田町住宅改修資金補助金です。
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今回の台風被害の対象となるのは、家屋被害程度が床下浸水の被害が対象と

なります。制度内容としましては、被害家屋の改修費の補助制度で、工事費

が２０万円以上のものが対象となり、補助率は１０分の１で、上限額が１０

万円でございます。 

     次に、災害見舞金につきましては、町の災害見舞金支給要綱に基づきまし

て、被害に遭われた方に支給します。全壊世帯につきましては２万円、半壊

及び床下浸水世帯には１万円、一部損壊世帯には５，０００円のお見舞金を

支給してございます。 

     次に、災害にかかる…… 

○６番 岩崎正春  時間だから、途中だけど。 

○議長 島﨑紘一  途中だけどいいかい。 

○６番 岩崎正春  もう１２時になるので、すみません。次に移るとオーバーしち

ゃうので。 

○議長 島﨑紘一  それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

     なお、再開は午後１時といたします。 

休  憩  午前１１時５８分 

再  開  午後 １時００分 

○議長 島﨑紘一  休憩を解いて再開いたします。 

     引き続いて一般質問を行います。 

     総務課長 

○総務課長 岡野均  先ほど岩崎議員さんのご質問の残る部分についてご回答させ

ていただきたいと思います。 

     まず、災害復旧に係る概算費用と復旧財源、そして非常食とその備蓄状況

ということでございます。 

     まず最初に、災害に係る概算費用と復旧財源についてお答えいたします。 

     今回の災害に係る工種別災害箇所数と復旧概算費用でございますが、道路、

橋梁の災害被害箇所数が５１カ所、土砂の片づけも含めた概算費用につきま

しては６億２，３１０万円、河川災害箇所数が１８カ所で、費用が２，８５０

万円、林道災害の路線数は５路線で、土砂片づけも含めた費用が９，７７０

万円、農業用災害復旧費が５００万円、教育施設災害が２カ所で７６０万円、

消防の引き入れ道等の補修が７カ所で３，０１０万円、公園施設の土砂片づ

けが１カ所で７０万円で、このような状況になってございます。 

     災害の概算復旧費の合計でございますが、７億９，２７０万円でございま

す。 
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     次に、災害復旧費の財源でございますが、災害の国庫補助金につきまして

は３億３，９２０万円を見込んでございます。また、補助災害復旧事業債で、

こちらについては３億３，８００万円を見込んでございます。一般財源につ

きましては１億１，５５０万円というような形で見込んでございます。 

     次に、非常食の備蓄の状況でございます。 

     台風１９号の災害前の備蓄状況でございますが、非常食につきましては、

ご飯、パン、そしてビスコ等、合計で約３，６００食、飲料水につきまして

は７，２００本、毛布を２６０枚、下着類につきましては２７０枚を用意し

てございました。今回、８カ所の避難所における使用状況でございますが、

非常食が１，３２４食、飲料水は９８４本、毛布は２６０枚使用いたしまし

た。食料につきましては、４００人が１日３食で３日間、避難所で過ごせる

ことを見越して備蓄しております。また、飲料水につきましては、１人が１

日３リットルを使用すると見込み、４００人がやはり３日間避難できる本数

を備蓄しておりました。今回使用して減った分につきましては、直ちに補充

するとともに、今後は備蓄量のほうも充実させて参りたいと考えてございま

す。 

     以上でございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  これらの非常食の備蓄等については、補充の対応はどのくらい

までに済みますかね。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  非常食の備蓄につきましては、１２月の補正予算に備蓄量と、

それよりもちょっと上回った数を今回、補正のほうで計上させていただいて

ございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  続きまして、林道被害の状況と復旧についてお尋ねします。 

     同じく災害認定箇所と復旧期間及び費用概算、流木防止対策についてもお

尋ねします。よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  農林課長 

○農林課長 佐藤正明  お答えいたします。 

     林道の被災箇所につきましては、把握しているところで、全３８路線中

３１路線に上りました。徐々に復旧作業に入っておりまして、現在では通行

が困難な路線は１９路線でございます。 

     復旧につきましては、群馬県の富岡森林事務所と現地を確認いたしました。
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協議した中で、国の災害復旧事業に４路線を申請、県単の復旧工事に４路線

を申請することとしました。他の箇所につきましては、町の維持補修で対応

いたします。 

     復旧期間につきましては、今のところ未定ではありますが、出来るだけ早

期に復旧するよう努めたいと思います。 

     費用につきましても、現時点での概算では９，７７０万円を見込んでおり

ますが、極力町の持ち出しを抑えられるよう進めていきたいと考えておりま

す。 

     流木対策でございますが、間伐した伐採木の仮置き、それから倒木等が山

林内には数多く見られます。今後は、災害防止の観点から、なるべく立ち木

以外を山林から搬出してもらえる方策を検討したいと思っております。 

     以上でございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  さきの復旧について、激甚災害指定になるとかということだっ

たんですけれども、これらの林道整備についても、それらは適用されるので

しょうか。 

○議長 島﨑紘一  農林課長 

○農林課長 佐藤正明  激甚災害は適用の対象になるかと思います。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  それでは、防災・減災のための今後の対策について、これも一

括で質問しますので、答弁も一括でお願いしたいと思います。 

     このたびの復旧工事について、原則とすれば原形復旧ということなんでし

ょうが、あわせて、より強固な整備を行うべきだと思いますけれども、その

点の考えをお聞きしたいと思います。 

     また、先ほど若干触れていただきましたけれども、ハザードマップの周知、

これらも存在も確認できていないお宅もあるようなので、その辺の周知を改

めてしていただく予定があるかどうか。また、改定の有無、そしてさらにわ

かりやすく下仁田町の独特な地形等含めて、副読本的な資料、パンフレット

等を配布する予定があるかどうか。 

     また、今回は大雨、台風による災害だが、大雪や地震、あるいはそれらが

複合して発生した場合の対応方法等の対策はあるかどうか。 

     そして、自主防災組織についてお尋ねします。 

     また、最後に、災害ボランティアについてどのような対応を考えているの

かお尋ねします。 
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○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えいたします。 

     まず、強固な整備を行うべきではないかという部分でございますが、まず

災害復旧につきましては、原形復旧で行うのが原則ではございますが、原形

復旧が困難、また不適当な場合は、構造物等で申請する等の手段もございま

す。 

     また、ハザードマップの周知等についてでございます。ハザードマップに

つきましては、平成２９年３月に作成し、同年５月までに全戸配布はさせて

いただいております。現在のハザードマップにつきましては、土砂災害が中

心の内容となっておりまして、水害に関する重要水防区域については、主要

河川の情報が主体となっております。このことから、令和２年度には水防法

に沿った千年に一度の暴風、大雨が降った場合の浸水想定区域ですね、洪水

浸水想定区域を明記したわかりやすい土砂災害の防災マップを作り、配布し

たいというふうな形で考えてございます。 

     また、大雨等の複合災害ですかね、雪であるとか地震が発生した場合の対

応でございますが、確かに一つの災害だけでも対応することが難しいという

ことから、このような場合は、町職員、また消防団等が中心になり、群馬県

や、また自衛隊等への応援要請をお願いし、また町民の生命を守ることを第

一に、ライフラインの復旧等、全力を捧げて参りたいと考えてございます。 

     しかしながら、なかなか行政が補えない部分もあるかと思いますので、そ

の部分につきましては、やはり町民の方の自助・共助という観点から、地域

における助け合い等もお願いして参りたいと考えてございます。 

     また、自主防災組織でございますが、災害に際しましては、自ら身を守る

ということにつきましては、第一義ではございますが、地域で協力し合い、

災害に対応することも大切と考えてございます。自主防災組織の存在につい

ては、大変重要であるというふうな形で考えてございます。このことから、

まずは地域に対して自主防災組織等のあり方、または働きかけ等を今後行っ

て参りたいと考えております。 

     最後に、災害ボランティアについてでございますが、全国的に見ますと、

社会福祉協議会によるボランティアセンターの立ち上げが多くなっておりま

す。当町といたしましても、今後は町の社会福祉協議会と協力して、災害時

におけるボランティアセンターの設立等も検討して参りたいと考えてござい

ます。 

     以上でございます。 
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○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  やはり災害に対しての対応は、自助・共助・公助というのはよ

くうたわれておりますが、やはり基本的には自助・共助、自分で危険を察知

したら、早目に避難していただくとともに、隣近所が声をかけ合って避難す

る、あるいは当座の危機を脱していただくということが重要だと思います。 

     当然、今、課長の答弁にあるように、公助には限界があります。その辺の

周知を改めて徹底していただきたいと思います。 

     また、自主防災組織については、私の承知しているところでは、川井にそ

ういった組織があるというふうに聞いておりますが、なかなか広がりを見せ

ていないのが現状だと思います。 

     災害ボランティアについても、やはり一度そういったものを立ち上げて、

稼働してみるということも必要かなと思います。これらについても、災害ボ

ランティアという腕章なり、シャツを着て行けば、それぞれ派遣されたとい

うことで、皆さんがよく周知されると思いますので、その辺の組織の立ち上

げもよろしくお願いしたいと思います。 

     あくまでも、守りたいのは命であって、残したいのは教訓だということで

ありますので、今回の災害は、あちこちの道路の被害とか住宅の被害は多少

ありましたけれども、人命に直接犠牲者はなかったということが幸いなので、

今回のように、また避難もスムーズに行われるように進めていただきたいと

思います。 

     そして、続きまして、障害者・高齢者支援と健康づくりについてお尋ねし

たいと思います。 

     前段、ちょっとお話ししたいことがあったんですが、時間がないので割愛

させていただいて、バリアフリーの進捗状況についてお尋ねいたします。 

     健康的に長生きするには、１に健診をまめに受けて、２に転ばないことで

はないかと思っております。これも、バリアフリー化も町も徐々に進めてい

るわけですが、災害等もあった場合に、スムーズに助け出す、あるいは逃げ

出すという観点で、お年寄り、体のご不自由な方にはバリアフリー化を家庭

においても大いに進めていく必要があるのではないかというふうに思ってお

ります。 

     質問ですが、第５次総合計画では、バリアフリー化やユニバーサルデザイ

ンの導入を促進するとあるが、現在のその進捗状況についてお尋ねします。

よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  福祉課長 
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○福祉課長 岡田恵子  お答えいたします。 

     町が新しく建設いたしました建物、下仁田町交流防災ステーションやまち

なかマルシェ管理棟トイレ等につきましては、バリアフリー化、ユニバーサ

ルデザイン化されております。今後も配慮してまいります。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  各ご家庭においての住宅改修費の推移等をお答えいただきたい

と思います。また、ユニバーサルデザインというのは、最近は大いに叫ばれ

ておりますが、これらがどのような施工で進んでいるかどうか、点検したこ

とがあるかどうか、それらをお尋ねします。 

     また、避難所においてのバリアフリー化がどの程度進んでおるかお尋ねし

ますので、よろしくお願いします。 

○議長 島﨑紘一  福祉課長 

○福祉課長 岡田恵子  まず、ご自宅の住宅改修でございますが、段差解消や手す

り設置が主なものでございますが、障害者につきましては、重度の障害者手

帳をお持ちの方がご利用でき、平成２８年度が１件で３３万５，０００円、

２９年度、３０年度はございませんでした。高齢者につきましては、介護保

険制度利用により、平成２８年度が３３件で３２７万１，０００円、２９年

度が３４件で３９７万３，０００円、３０年度が３５件で４０７万２，０００

円でございました。重度の障害者手帳をお持ちの方でも、介護保険制度をご

利用できる方は、こちらが優先になります。 

     また、点検等の件でございますけれども、新しい施設は施工されておりま

すけれども、古い施設につきましては、ユニバーサルデザイン化はしてござ

いません。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  それと、災害情報などを含めて、障害のある方にどのような情

報手段があるのか、あるいは利用方法を考えているかお尋ねします。 

○議長 島﨑紘一  総務課長 

○総務課長 岡野均  お答えします。 

     まず、町のホームページの関係でございます。ウェブアクセシビリティと

いう形で、ホームページのリニューアル時に、日本工業規格の基準に準拠い

たしました。現在は、視覚の障害のある方には、色が変化するようになって

ございます。また、高齢者の方には、文字が大きくなるように対応してござ

います。しかしながら、リニューアルより年数が数年経過しているため、ま

た次回のシステム更新時には、新たな技術や基準に適合するよう対応してま



- 38 - 

いりたいと考えてございます。 

     以上です。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  障害者の方も自宅にいる機会は結構多い方も多いと思うので、

音声等による対応等もしていただければ、利便性が高まるのではないかとい

ふうに考えております。 

     続きまして、健康診断や特定健診の受診状況についてお尋ねいたします。 

     高齢化の急速な進行により、介護費は介護制度を開始した２０００年度に

比べて約３倍ともなると言われて、１０兆円にも膨らんでいるようでござい

ます。地域医療構想には、患者の在宅移行を進めるなど盛り込まれていて、

これらは超高齢化への対応策であるとも報じられていました。たとえ介護が

必要になっても、長年住みなれた家や地域で暮らしたいと願う人は多いと思

いますが、在宅医療、家族による在宅介護となっております。 

     現在の老老介護世帯、あるいはひとり世帯についてお尋ねいたします。そ

れらの方に対しての下仁田町の現状と対応をお尋ねします。よろしくお願い

します。 

○議長 島﨑紘一  福祉課長 

○福祉課長 岡田恵子  福祉課で把握しておりますのは、ひとり暮らし高齢者及び

二人暮らし高齢者の世帯数で、毎年６月１日を基準に、７０歳以上の方を対

象として民生委員に調査をお願いしており、平成元年度のひとり暮らし高齢

者世帯は４５１世帯、二人暮らし高齢者世帯は４１２世帯でございました。

こういった介護予防や日常生活支援の関係ですけれども、６５歳以上の方を

対象に、いきいき健康教室、コグニサイズ等の介護予防教室を実施しており

ます。また、各種サロン、公民館教室も介護予防につながっており、見守り

やコミュニティづくりの効果もあります。 

     ご自身の介護予防とともに、虚弱な方を元気な方が支援したり、免許をお

持ちでない方が他の方の車に同乗して参加したりと互助も生まれてきていま

す。既に助け合いが出来ている地域もございますし、民生委員は声かけ、見

守りを行っていてくださいますが、ボランティアやシルバー人材の協力も

徐々に広めるため、社会福祉協議会や地域との話し合いを進めているところ

でございます。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  第５次総合計画で示されている子宮頸がん検診、乳がん検診、

大腸がん検診の受診率は年々大幅に下がっている。これらの理由と、保健セ
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ンターで出している資料が大分差がある、乖離があるんですけれども、保健

センターで出している各種検診の実施状況は、それほど毎年変わりなくて、

５０％前後、特定健診について挙げれば推移しているということですが、総

合計画では、大分その辺の差があります。これらの理由についてどうでしょ

うか。 

○議長 島﨑紘一  保健課長 

○保健課長 永井邦佳  各種検診についての受診率でございますけれども、特定健

診につきましては、国保の被保険者さんを対象に行っておりまして、分母で

あります対象者の数が特定できるということでございますが、そのほか下仁

田町でやっているがん検診につきましては、国保の被保険者のほかに、社会

保険に加入されている方、全ての方も含んでおる対象ということになってお

りまして、国保対象者であれば町のほうでも把握ができるのでありますが、

社会保険等に入っておられる方につきましては、その事業所で健康診断を行

っておったり、あるいは個人的に人間ドック等で利用されたりということで、

実際のところ分母の数と実際に受診した人の数というものが特定をできない

という事情があります。この数字におきましては、あくまでも町で受診され

た人数を町の対象者で割り込んでおりますので、実際のところは会社で行っ

た方もいる場合がございますし、個人的に病院に行かれる方、あるいは人間

ドックで行った方もおられるということで、町としてはそこまでの数字は踏

み込んでございませんので、受診率の数字自体としては低く出ているという

ことになっておるものでございます。 

○議長 島﨑紘一  あと２分です。 

     岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  いずれにしても、この数字が計算するもとの計算方法に差があ

るということで、正確な数字が出ないということなんですけれども、これら

の検診を毎年横ばい状態ということですが、少しでも上げるような施策、努

力はどのようにされますか。 

○議長 島﨑紘一  保健課長 

○保健課長 永井邦佳  町では、それぞれ検診事業のほかに、検診に対する啓発事

業、これを行っているところでございます。とにもかくにも、受診者の方が

受けようという自分自身での健康に対する意識の高揚というものが必要でご

ざいますので、受けやすい検診の体制を整えることも必要でございますけれ

ども、まずはそういった個人個人の意識を高めていくと、そういう政策をこ

れから進めていきたいというふうに感じております。 
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○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  時間ですので、最後に、受けやすい受診方法というのは、具体

的に今の時点でどのように考えているかお尋ねします。 

○議長 島﨑紘一  保健課長 

○保健課長 永井邦佳  現在も各地域に検診車でそれぞれ出て、なるべく近いとこ

ろでの検診というものも実施しておるところでございますけれども、これら

を継続するとともに、その都度来ていただいた方に個人的な相談事等も受け

たりして、なるべく来て、相談に乗って、いろいろなことが町の検診で出来

るような、そういった体制を整えてまいりたいというふうに感じております。 

○議長 島﨑紘一  岩崎正春君 

○６番 岩崎正春  時間ですので、途中ですが、終わります。 

○議長 島﨑紘一  以上で一般質問を終結いたします。 

──────────────────── 

○議長 島﨑紘一  本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

──────────────────── 

    散  会    令和元年１２月９日  午後 １時２６分 

 


